
○ 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 九 十 九 号

独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 厚 生 労 働 省 令 第 五 十 一 号 ） 第 二 十 四

条 （ 同 令 第 三 十 三 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む ） の 規 定 に 基 づ き 救 済 給 付 の 現 価 に 相 当 す る 額。 、

の 算 定 方 法 （ 平 成 十 六 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 八 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 平 成 二 十 四 年 四、

月 一 日 か ら 適 用 す る た だ し 同 日 前 に 請 求 さ れ た 救 済 給 付 の 現 価 に 相 当 す る 額 の 算 定 に つ い て は。 、 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

厚 生 労 働 大 臣 小 宮 山 洋 子

別 表 第 二 及 び 別 表 第 三 を 次 の よ う に 改 め る 。



別表第２

性 別

年 齢

男 子 女 子

18歳以上 18歳６月以下 22.8240 22.8035

18歳６月を超え19歳６月以下 22.6330 22.6599

19歳６月を超え20歳６月以下 22.4368 22.5113

20歳６月を超え21歳６月以下 22.2346 22.3576

21歳６月を超え22歳６月以下 22.0262 22.1989

22歳６月を超え23歳６月以下 21.8109 22.0344

23歳６月を超え24歳６月以下 21.5884 21.8638

24歳６月を超え25歳６月以下 21.3580 21.6868

25歳６月を超え26歳６月以下 21.1193 21.5028

26歳６月を超え27歳６月以下 20.8717 21.3117

27歳６月を超え28歳６月以下 20.6155 21.1129

28歳６月を超え29歳６月以下 20.3501 20.9066

29歳６月を超え30歳６月以下 20.0755 20.6933

30歳６月を超え31歳６月以下 19.7914 20.4720

31歳６月を超え32歳６月以下 19.4974 20.2429

32歳６月を超え33歳６月以下 19.1930 20.0056

33歳６月を超え34歳６月以下 18.8776 19.7621

34歳６月を超え35歳６月以下 18.5541 19.5174

35歳６月を超え36歳６月以下 18.2253 19.2744

36歳６月を超え37歳６月以下 17.8946 19.0337

37歳６月を超え38歳６月以下 17.5653 18.7950

38歳６月を超え39歳６月以下 17.2383 18.5565

39歳６月を超え40歳６月以下 16.9141 18.3149

40歳６月を超え41歳６月以下 16.5924 18.0686

41歳６月を超え42歳６月以下 16.2726 17.8162

42歳６月を超え43歳６月以下 15.9541 17.5600

43歳６月を超え44歳６月以下 15.6362 17.3002

44歳６月を超え45歳６月以下 15.3169 17.0387

45歳６月を超え46歳６月以下 14.9950 16.7757

46歳６月を超え47歳６月以下 14.6692 16.5121

47歳６月を超え48歳６月以下 14.3408 16.2483

48歳６月を超え49歳６月以下 14.0128 15.9850

49歳６月を超え50歳６月以下 13.6883 15.7213

50歳６月を超え51歳６月以下 13.3689 15.4565

51歳６月を超え52歳６月以下 13.0542 15.1896

52歳６月を超え53歳６月以下 12.7433 14.9200



53歳６月を超え54歳６月以下 12.4357 14.6482

54歳６月を超え55歳６月以下 12.1332 14.3761

55歳６月を超え56歳６月以下 11.8409 14.1070

56歳６月を超え57歳６月以下 11.5627 13.8416

57歳６月を超え58歳６月以下 11.3010 13.5819

58歳６月を超え59歳６月以下 11.0555 13.3265

59歳６月を超え60歳６月以下 10.8208 13.0718

60歳６月を超え61歳６月以下 10.5916 12.8162

61歳６月を超え62歳６月以下 10.3634 12.5598

62歳６月を超え63歳６月以下 10.1353 12.3023

63歳６月を超え64歳６月以下 9.9062 12.0429

64歳６月を超え65歳６月以下 9.6751 11.7811

65歳６月を超え66歳６月以下 9.4398 11.5159

66歳６月を超え67歳６月以下 9.1984 11.2433

67歳６月を超え68歳６月以下 8.9503 10.9632

68歳６月を超え69歳６月以下 8.6950 10.6763

69歳６月を超え70歳６月以下 8.4347 10.3836

70歳６月を超え71歳６月以下 8.1704 10.0828

71歳６月を超え72歳６月以下 7.9048 9.7758

72歳６月を超え73歳６月以下 7.6372 9.4618

73歳６月を超え74歳６月以下 7.3662 9.1394

74歳６月を超え75歳６月以下 7.0924 8.8113

75歳６月を超え76歳６月以下 6.8144 8.4783

76歳６月を超え77歳６月以下 6.5323 8.1411

77歳６月を超え78歳６月以下 6.2480 7.7996

78歳６月を超え79歳６月以下 5.9652 7.4550

79歳６月を超え80歳６月以下 5.6864 7.1086

80歳６月を超え81歳６月以下 5.4185 6.7577

81歳６月を超え82歳６月以下 5.1602 6.4011

82歳６月を超え83歳６月以下 4.9076 6.0385

83歳６月を超え84歳６月以下 4.6512 5.6697

84歳６月を超え85歳６月以下 4.3815 5.2945

85歳６月を超えるとき 84歳６月を超え85歳 84歳６月を超え85歳

６月以下の年齢に係 ６月以下の年齢に係

る現価率に、その超 る現価率に、その超

える年齢１歳につき える年齢１歳につき

0.93を乗じて得た数 0.93を乗じて得た数

とする。ただし、そ とする。ただし、そ

の数は小数点以下第 の数は小数点以下第

四位までとし、第五 四位までとし、第五

位以下は切り捨てる。 位以下は切り捨てる。



別表第３

性 別

年 齢

男 子 女 子

６月以下 13.2712 13.0407

６月を超え１歳６月以下 12.7683 12.5527

１歳６月を超え２歳６月以下 12.2136 12.0175

２歳６月を超え３歳６月以下 11.6372 11.4607

３歳６月を超え４歳６月以下 11.0390 10.8817

４歳６月を超え５歳６月以下 10.4186 10.2799

５歳６月を超え６歳６月以下 9.7756 9.6550

６歳６月を超え７歳６月以下 9.1096 9.0058

７歳６月を超え８歳６月以下 8.4197 8.3319

８歳６月を超え９歳６月以下 7.7049 7.6323

９歳６月を超え10歳６月以下 6.9644 6.9057

10歳６月を超え11歳６月以下 6.1971 6.1514

11歳６月を超え12歳６月以下 5.4024 5.3683

12歳６月を超え13歳６月以下 4.5792 4.5552

13歳６月を超え14歳６月以下 3.7267 3.7111

14歳６月を超え15歳６月以下 2.8436 2.8348

15歳６月を超え16歳６月以下 1.9290 1.9251

16歳６月を超え17歳６月以下 0.9815 0.9806

17歳６月を超え18歳未満 0.2477 0.2476


